
動物の輸出入検疫速報（平成21年10月分）

（単位：頭、羽、群）

輸 入 輸 出
　牛 1,493 -
　豚 101 -
　めん羊 - -
　山羊 - -

　その他の偶蹄類 5 10

　馬 554 7

　その他の馬科 - -

　兎 369 20

　鶏 - -
　うずら - -
　だちょう - -
　七面鳥 - -
　あひる - -
　がちょう - -
　その他のかも目の鳥類 - -
　きじ - -

　ほろほろ鳥 1,308 -

　初生ひな（鶏） 50,790 -

　初生ひな（その他） - -

　種卵 - -

　みつばち（群） - -

　指定検疫物以外の動物（注２） - 12,434

　犬 391 403
　猫 126 101
　あらいぐま - -
　きつね - -

　スカンク - -

　サル 115

（資料）動物検疫所調べ
（注）１　解放頭羽数ベースの速報値のため、数値が変更となることがある。



骨 砕骨 蹄角 骨腱 蹄角粉 その他の骨 計

1,968,953 1,533,250 13,518 120,349 61,200 - 3,697,270

牛肉 豚肉 めん羊肉 山羊肉 シカ肉
その他の
偶蹄類肉

加熱処理牛肉

42,532,668 67,120,043 1,086,587 18,090 10,908 - 587,515

加熱処理豚肉
加熱処理

その他の偶蹄類
ハム 加熱処理ハム ソーセージ

加熱処理
ソーセージ

ベーコン

1,610,246 - 190,588 8,085 981,016 2,073,106 139,739

加熱処理
ベーコン

馬肉 兎肉 家禽肉 犬肉
非加熱

その他の肉
加熱処理

その他の肉

19,857 408,337 4,988 23,579,421 - 1,112,593 5,884,440

家禽
加熱処理肉

加熱処理
その他の家禽肉

計

23,894,093 2,357,318 173,619,638

牛臓器 豚臓器
その他の偶蹄類

の臓器
加熱処理
牛の臓器

加熱処理
豚の臓器

加熱処理その他
の偶蹄類の臓器

偶蹄類以外の
臓器

115,948 29,448 321 - - - 66,691

消化管等
加熱処理
消化管等

ケーシング 脂肪
非加熱

その他の臓器
加熱処理

その他の臓器
加熱処理

家禽臓器・消化管

1,461,083 329,037 456,037 2,043,357 7,672 - 125,540

加熱処理その他
の家禽臓器

計

1,050 4,636,183

食用殻付卵 液卵 その他の卵 計

- 383,266 7 383,273

牛皮 豚皮 めん羊皮 山羊皮 シカ皮
その他の

偶蹄類の皮
馬皮

2,891,474 297,964 152,900 60 - - 180,992

兎皮 犬皮 その他の皮 計

450 - - 3,523,841

牛毛 豚毛 羊毛 山羊毛 シカ毛
その他の

偶蹄類の毛
馬毛

- 2,350 624 9,995 - 8,979 2,127

兎毛 羽毛 犬毛 その他の毛 計

1,600 467,587 - 818 494,080

血粉 肉粉 肉骨粉 皮粉・羽毛粉 計

159,872 - - - 159,872

精液
(アンプル）

受精卵
（個）

ふん・尿 計

65,618 143 - 0

穀物のわら 飼料用の乾草 その他 計

17,954,680 - 64,190 18,018,870

総計

204,533,027

資料）動物検疫所調べ

(注） １．解放重量ベースの速報値の為、数値が変更となることがある。

２．携帯品・郵便物として輸入されたものは除く。

４．「偶蹄類以外の臓器」には、馬、家禽、兎及び犬の臓器を含む。

５．「消化管等」には、消化管、子宮及び膀胱を含む。

６．「その他の肉（臓器）」には、餃子やピザなど肉（臓器）を含む調製品である。

９．その他の畜産物の計に精液、受精卵は含めない。

１０．総計に「その他の畜産物」は含めない。

その他
畜産物

わら類

３．「家禽肉」は、鶏、あひる、うずら、がちょう、だちょう及びその他かも目由来の肉、ハム、ソーセージ及びベーコンである。

骨類

肉類

臓器類

　輸入畜産物検疫数量速報（平成21年10月分）　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 （単位：Kg）

７．「加熱処理肉」、「加熱処理ソーセージ、ハム、ベーコン」、「その他の加熱処理肉」は、農林水産大臣の指定した処理施設
　　で一定の加熱処理がなされたものである。なお、家禽肉由来のものは含めない。

８．「家禽加熱処理肉」は、農林水産大臣の指定した施設で加熱処理された鶏、あひる、うずら、がちょう、だちょう及び
　　その他かも目由来の肉、ハム、ソーセージ及びベーコンである。

卵類

皮類

毛類

ミール類



骨 砕骨 蹄角 骨腱 生骨粉 加熱処理骨粉 蹄角粉

24 - - - - - -

その他の骨 計

- 24

牛肉 豚肉 めん羊肉 山羊肉 シカ肉
その他の
偶蹄類肉

ハム

55,011 109,731 - - - - 1,370

ソーセージ ベーコン 馬肉 兎肉 家禽肉 犬肉 その他の肉

2,403 1,975 - - 1,356,375 - 47,968

計

1,574,834

牛臓器 豚臓器
その他の偶蹄類

の臓器
偶蹄類以外の

臓器
消化管等 ケーシング 脂肪

0 - - - 45,880 - -

非加熱
その他の臓器

計

21 45,901

殻付卵 液卵 その他の卵 計

77,243 1,008 -  78,251

牛皮 豚皮 めん羊皮 山羊皮 シカ皮
その他の

偶蹄類の皮
馬皮

1,589,952 6,210,574 - - 5,656 - -

兎皮 犬皮 その他の皮 計

- - - 7,806,182

牛毛 豚毛 羊毛 山羊毛 シカ毛
その他の

偶蹄類の毛
馬毛

- - - 186 15 - -

兎毛 羽毛 犬毛 その他の毛 計

- 44,376 - - 44,578

血粉 肉粉 肉骨粉 羽毛粉 計

- - - - 0

精液
(アンプル）

受精卵
（個）

ふん・尿 計

- - 1,532,400 1,532,400

総計

9,549,769

資料）動物検疫所調べ

(注） １．解放重量ベースの速報値の為、数値が変更となることがある。

２．携帯品・郵便物として輸入されたものは除く。

３．「家禽肉」は、鶏、あひる、うずら、がちょう、だちょう及びその他のかも目由来の肉である。

４．「偶蹄類以外の臓器」には、馬、家禽、兎及び犬の臓器を含む。

５．「消化管等」には、消化管、子宮及び膀胱を含む。

６．「その他の肉（臓器）」は、餃子やピザなど肉（臓器）の調製品である。

７．その他の畜産物の計に精液、受精卵は含めない。

８．総計に「その他の畜産物」は含めない。

その他
畜産物

卵類

皮類

毛類

ミール類
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肉類

臓器類


